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○
内
閣
府
令
第

号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
四
条
第
三
項
、
第
九
十
七
条
第
四
項
、
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項

第
三
号
、
第
百
二
条
第
一
項
及
び
第
七
項
、
第
百
六
条
、
第
百
八
条
第
一
項
並
び
に
第
百
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年

月

日

内
閣
総
理
大
臣

麻
生

太
郎

道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
二
十
条
第
二
項
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
」
を
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
」
に
改
め

る
。第

十
八
条
の
三
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
保
留
し
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を

拒
否
し
」
を
加
え
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
改
め
、
「
停
止
し
」
の
下
に
「
又
は
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ



二
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り
免
許
を
取
り
消
し
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
の
四
第
一
項
中
「
第
九
十
条
第
六
項
」
を
「
第
九
十
条
第
八
項
」
に
、
「
又
は
第
二
号
」
を
「
か
ら
第
二
号
ま
で

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
十
条
第
六
項
」
を
「
第
九
十
条
第
八
項
」
に
、
「
及
び
第
二
号
」
を
「
か
ら
第
二
号
ま
で

」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
「
提
示
」
の
下
に
「
（
第
二
号
に
該
当
す

る
者
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
届
出
書
に
同
号
に
定
め
る
書
類
を
添
付
）
」
を
加
え
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

本
籍
又
は
氏
名
を
変
更
し
た
者
（
住
民
基
本
台
帳
法
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）

住
民
票
の
写
し

第
二
十
条
第
三
項
を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
二
十
四
条
第
六
項
の
表
普
通
二
輪
免
許
の
項
中
「
〇
・
一
〇
〇
リ
ッ
ト
ル
」
を
「
〇
・
〇
九
〇
リ
ッ
ト
ル
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
二
の
見
出
し
中
「
受
講
期
間
」
を
「
受
講
期
間
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三

号
イ
又
は
ロ
」
を
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
に
定
め
る
検
査
（
以
下
「
認
知
機
能
検
査
」
と
い
う
。
）
及
び
同

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。



三
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（
認
知
機
能
検
査
）

第
二
十
六
条
の
三

認
知
機
能
検
査
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

認
知
機
能
検
査
を
行
つ
て
い
る
時
の
年
月
日
、
曜
日
及
び
時
刻
を
記
述
さ
せ
る
こ
と
。

二

十
六
の
物
の
図
画
を
当
該
物
の
名
称
及
び
分
類
と
と
も
に
示
し
た
時
点
か
ら
一
定
の
時
間
が
経
過
し
た
後
に
当
該
物

の
名
称
を
記
述
さ
せ
る
こ
と
。

三

時
計
文
字
盤
を
描
か
せ
た
後
に
、
指
示
し
た
時
刻
を
時
針
及
び
分
針
に
よ
り
表
示
さ
せ
る
こ
と
。

第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
中
「
第
百
二
条
第
二
項
」
を
「
第
百
二
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条

第
一
項
中
「
若
し
く
は
第
二
号
」
を
「
か
ら
第
二
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
「
第
百
二
条
第
一
項
」
の
下
に
「
か
ら
第

四
項
ま
で
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

法
第
百
二
条
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値
が
三
十
六
以
上
で
あ
る
こ
と
と

す
る
。

7
.
7
3
1
＋

0
.
6
4
1
×

Ａ
－

0
.
5
2
3
×

Ｂ
－

0
.
3
1
5
×

Ｃ

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。
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Ａ

第
二
十
六
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
記
述
さ
れ
た
事
項
に
つ
い
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
出
し
た
数
値
の
総
和

一

記
述
さ
れ
た
年
と
認
知
機
能
検
査
を
行
つ
た
時
の
年
と
の
差
に
相
当
す
る
年
数
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数

値
（
記
述
さ
れ
た
元
号
が
認
知
機
能
検
査
を
行
つ
た
時
の
元
号
と
異
な
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
六
十
と
す

る
。
）
（
た
だ
し
、
算
出
す
る
数
値
の
上
限
は
、
六
十
と
す
る
。
）

二

記
述
さ
れ
た
月
と
認
知
機
能
検
査
を
行
つ
た
時
の
月
と
の
差
に
相
当
す
る
月
数
に
五
を
乗
じ
て
得
た
数

値
（
た
だ
し
、
算
出
す
る
数
値
の
上
限
は
、
三
十
と
す
る
。
）

三

記
述
さ
れ
た
日
と
認
知
機
能
検
査
を
行
つ
た
時
の
日
と
の
差
に
相
当
す
る
日
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数

値
（
た
だ
し
、
算
出
す
る
数
値
の
上
限
は
、
十
五
と
す
る
。
）

四

記
述
さ
れ
た
曜
日
と
認
知
機
能
検
査
を
行
つ
た
時
の
曜
日
と
の
差
に
相
当
す
る
日
数
に
一
を
乗
じ
て
得

た
数
値
（
た
だ
し
、
算
出
す
る
数
値
の
上
限
は
、
三
と
す
る
。
）

五

記
述
さ
れ
た
時
刻
と
認
知
機
能
検
査
を
行
つ
た
時
の
時
刻
と
の
差
に
相
当
す
る
分
数
を
三
十
で
除
し
て

得
た
数
値
（
一
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
る
。
）
（
た
だ
し
、
算
出
す
る



五
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数
値
の
上
限
は
、
五
と
す
る
。
）

Ｂ

第
二
十
六
条
の
三
第
二
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
記
述
さ
れ
た
物
の
名
称
が
正
し
く
記
述
さ
れ
た
場
合
に

当
該
正
し
く
記
述
さ
れ
た
物
の
数
に
一
を
乗
じ
て
得
た
数
値

Ｃ

第
二
十
六
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
描
か
れ
た
図
画
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
出
し
た
数
値
の
総
和

一

一
か
ら
十
二
ま
で
の
数
字
が
描
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一
（
一
か
ら
十
二
ま
で
の
数
字
以
外
の
数
字

が
描
か
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）

二

数
字
が
数
の
順
に
時
計
回
り
に
描
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一

三

一
か
ら
十
二
ま
で
の
各
々
の
数
字
に
つ
い
て
そ
の
描
か
れ
て
い
る
位
置
が
正
し
い
場
合
に
は
、
一

四

二
の
針
が
描
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一

五

指
示
さ
れ
た
時
が
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一

六

指
示
さ
れ
た
分
が
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
一

七

指
示
さ
れ
た
時
及
び
分
が
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
時
針
が
分
針
よ
り
も
短
く
描
か
れ
て
い



六
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る
と
き
に
は
、
一

第
二
十
九
条
の
三
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

法
第
百
二
条
第
七
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
受
け
た
者
の
そ
の
理
由
と
さ

れ
る
事
由
に
係
る
主
治
の
医
師
が
作
成
し
た
診
断
書
で
あ
つ
て
、
免
許
試
験
に
合
格
し
た
者
が
法
第
九
十
条
第
一
項
第
一
号

か
ら
第
二
号
ま
で
に
該
当
す
る
者
で
な
く
、
又
は
免
許
を
受
け
た
者
が
法
第
百
三
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
該

当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
当
該
医
師
の
意
見
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
四
中
「
第
百
三
条
第
二
項
」
を
「
第
百
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
五
中
「
第
百
三
条
第
五
項
」
を
「
第
百
三
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
二
の
二
中
「
第
百
七
条
の
五
第
三
項
」
を
「
第
百
七
条
の
五
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
四
中
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
若
し
く
は
第
四
項
」
に
、
「
又
は
同
条
第
三
項
」
を
「
若
し
く
は
同
条
第
三

項
」
に
、
「
第
百
三
条
第
三
項
」
を
「
第
百
三
条
第
四
項
」
に
、
「
又
は
効
力
の
停
止
に
あ
つ
て
は
」
を
「
若
し
く
は
効
力
の

停
止
又
は
法
第
百
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
の
取
消
し
に
あ
つ
て
は
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
令
別
表
第
二
の
一
の
表
」
の
下
に
「
若
し
く
は
二
の
表
」
を
加
え
、
「
第
七
十
二
条
第
一
項
前
段
の
規
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定
に
違
反
す
る
」
を
「
第
百
十
七
条
の
五
第
一
号
の
罪
に
当
た
る
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
二
中
「
令
別
表
第
四
」
の
下
に
「
又
は
別
表
第
五
」
を
、
「
行
為
」
の
下
に
「
（
次
条
の
表
に
お
い
て
「

特
定
行
為
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
の
三
の
表
中
「
第
四
項
、
第
七
項
」
を
「
第
二
項
、
第
五
項
、
第
六
項
、
第
九
項
、
第
十
項
」
に
、
「
第
九

項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
、
「
第
三
項
、
第
六
項
」
を
「
第
二
項
、
第
四
項
、
第
七
項
、
第
八
項
」
に
、
「
第
八
項
」
を
「
第

十
項
」
に
、
「
第
百
三
条
第
三
項
」
を
「
第
百
三
条
第
四
項
」
に
、

法
第
九
十
条
第
六
項
又
は
第
百
三

一

命
令
を
受
け
た
者
の
生
年
月
日
及
び
性
別

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を

二

命
令
に
係
る
免
許
の
種
類
及
び
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は

を

し
た
と
き
。

、
免
許
証
番
号

三

命
令
の
内
容

法
第
九
十
条
第
八
項
又
は
第
百
三

一

命
令
を
受
け
た
者
の
生
年
月
日
及
び
性
別

条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を

二

命
令
に
係
る
免
許
の
種
類
及
び
免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は

し
た
と
き
。

、
免
許
証
番
号
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三

命
令
の
内
容

認
知
機
能
検
査
を
受
け
た
と
き
。

一

認
知
機
能
検
査
を
受
け
た
者
の
生
年
月
日
及
び
性
別

に

二

免
許
を
現
に
受
け
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
、
免
許
証
番
号

三

免
許
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
者
が
当
該
認
知

機
能
検
査
を
受
け
た
日
前
の
直
近
に
受
け
て
い
た
免
許
に
係
る
免
許
証
番
号

四

認
知
機
能
検
査
を
受
け
た
年
月
日

五

第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
Ａ
、
Ｂ
及
び
Ｃ
の
数
値

、
「
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
」
を
「
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
二
項
の
」
に
、
「
第
九
十
条
第
四
項
」
を
「

第
九
十
条
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
」
に
、
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
「
、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
」
に
、
「
令
別
表
第
四

に
掲
げ
る
行
為
」
を
「
特
定
行
為
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
四
の
二
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
免
許
関
係
事
務
に
つ
い
て
は
、
当
該
免
許
関
係
事
務
の
実
施
に
必
要
な
能
力

を
有
す
る
者
と
し
て
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
が
当
該
免
許
関
係
事
務
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
数
以
上
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置
か
れ
て
い
る
法
人
に
限
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
二
十
九
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
三
中
「
第
百
七
条
の
五
第
八
項
」
を
「
第
百
七
条
の
五
第
九
項
」
に
、
「
第
百
三
条
第
二
項
」
を
「
第
百
三

条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
四
中
「
第
百
七
条
の
五
第
七
項
」
を
「
第
百
七
条
の
五
第
八
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
五
中
「
第
百
七
条
の
五
第
九
項
」
を
「
第
百
七
条
の
五
第
十
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
の
五
の
二
中
「
第
百
七
条
の
五
第
十
項
」
を
「
第
百
七
条
の
五
第
十
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
第
十
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
講
習
方
法
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
講

習
計
画
を
作
成
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
時
間
行
う
こ
と
。

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

（
区
分
）

（
講
習
方
法
）

（
時
間
）

一

高
齢
者
講
習
（
法
第
九
十

一

教
本
、
自
動
車
等
、
運
転
適
性
検
査
器
材
、
視

三
時
間
（
小
型
特
殊
免
許



一
〇
頁

七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ

聴
覚
教
材
等
必
要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
こ
と
。

の
み
を
受
け
て
い
る
者
に

又
は
第
百
一
条
の
四
第
二
項

二

自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て
必
要
な
適
性
に
関

対
す
る
講
習
に
あ
つ
て
は

の
規
定
に
よ
り
認
知
機
能
検

す
る
調
査
で
コ
ー
ス
若
し
く
は
道
路
に
お
け
る
自

、
一
時
間
三
十
分
）

査
の
結
果
に
基
づ
い
て
行
う

動
車
等
の
運
転
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
検
査

も
の
を
除
く
。
）

又
は
運
転
適
性
検
査
器
材
を
用
い
た
検
査
に
よ
る

も
の
に
基
づ
く
指
導
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

小
型
特
殊
免
許
以
外
の
第
一
種
免
許
又
は
第
二

種
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
対
す
る
講
習
に
あ
つ

て
は
、
自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て
必
要
な
知
識

に
関
す
る
討
議
及
び
指
導
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ

と
。

二

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一

一

教
本
、
自
動
車
等
、
運
転
適
性
検
査
器
材
、
視

二
時
間
三
十
分
（
小
型
特

項
第
三
号
イ
又
は
第
百
一
条

聴
覚
教
材
等
必
要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
こ
と
。

殊
免
許
の
み
を
受
け
て
い



一
一
頁

の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

二

自
動
車
等
の
運
転
に
つ
い
て
必
要
な
適
性
に
関

る
者
に
対
す
る
講
習
に
あ

認
知
機
能
検
査
の
結
果
に
基

す
る
調
査
で
コ
ー
ス
若
し
く
は
道
路
に
お
け
る
自

つ
て
は
、
一
時
間
三
十
分

づ
い
て
行
う
高
齢
者
講
習

動
車
等
の
運
転
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
う
検
査

）

又
は
運
転
適
性
検
査
器
材
を
用
い
た
検
査
に
よ
る

も
の
に
基
づ
く
指
導
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

認
知
機
能
検
査
の
結
果
に
基
づ
く
指
導
を
含
む

も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
三
十
八
条
第
十
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
る
。

第
三
十
八
条
の
二
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ロ
」
を
「
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
ハ
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
九
中
「第

1
0
3
条

第
２

項

」
を
「第

1
0
3
条

第
３

項

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
九
の
三
中
「第

1
0
7
条

の
５

第
９

項

」
を
「第

1
0
7
条

の
５

第
1
0
項

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
の
四
中
「第

1
0
7
条

の
５

第
８

項

」
を
「第

1
0
7
条

の
５

第
９

項

」
に
、
「第

1
0
3
条

第
２

項

」
を
「第

1

0
3
条

第
３

項

」
に
改
め
る
。



一
二
頁

別
記
様
式
第
二
十
二
の
六
の
二
中
「p

a
r
a
g
r
a
p
h

1
0
,

A
r
t
i
c
l
e

1
0
7
-
5

」
を
「p

a
r
a
g
r
a
p
h

1
1
,

A
r
t
i
c
l
e

1
0
7
-
5

」
に
改

め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
の
六
の
五
中
「第

1
0
7
条

の
５

第
1
0
項

」
を
「第

1
0
7
条

の
５

第
1
1
項

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
の
十
の
七
中
「講

習
を

」
を

「講
習

（認
知

機
能

検
査

の
結

果
に

基
づ

い
て

行
う

講
習

以
外

の
講

習

）

（認
知

機
能

検
査

の
結

果
に

基
づ

い
て

行
う

講
習

）

を

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
条
及
び
第
二
十
四
条
第
六
項
の
改
正

規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）



一
三
頁

２

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
出
頭
命
令
書
及
び
高
齢
者
講
習
終
了
証
明
書
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
道
路

交
通
法
施
行
規
則
別
記
様
式
第
二
十
二
の
六
の
二
及
び
別
記
様
式
第
二
十
二
の
十
の
七
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

３

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
総
理
府
令
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
を
「
）
第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
」
に
、
「
第
三
十
三
条
の
二
第
一

項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
累
積
点
数
で
、
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
違
反
行
為
に
係
る
点
数
を
含
ま
な
い
も
の
」
を
「
第

三
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
累
積
点
数
」
に
改
め
る
。


